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新潟市立会人型電子契約サービス提供業務プロポーザル募集要領 

 

 

１ 趣旨 

  この要領は、新潟市立会人型電子契約サービス提供業務に係る契約の相手方となる事

業者の選定に当たり、プロポーザルの実施方法その他の必要な事項を記すものです。以下

の事項を承知のうえ、提案書等の提出をお願いいたします。 

  本プロポーザルは、本市が求める業務内容について提案を募集し、それを本市が評価す

ることにより、業務遂行能力の高い者を受託候補事業者として選定するものです。 

 

２ 概要 

（１） 業務名 

  新潟市立会人型電子契約サービス提供業務 

（２） 履行場所 

    新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 新潟市財務部契約課 

（３） 業務内容 

    新潟市立会人型電子契約サービス提供業務仕様書のとおり 

  なお、本仕様書は、基本的な業務内容を示したものであり、電子契約サービス利用に関

する受託候補事業者を決定した後、仕様を適宜調整し契約締結をおこなう。 

（４） 業務期間 

  ア サービス導入支援業務 

   契約締結日から令和６年９月３０日まで 

  イ サービス提供業務 

令和６年１０月１日から令和９年９月３０日まで 

なお、この契約は地方自治法（昭和２２年法律第４７号）第２３４条の３に規定する

長期継続契約のため、翌年度以降、予算の減額により契約の変更又は解除を行う可能性

がある。 

（５） 見積限度額 

令和６年度       ２，８９３，０００円 

令和７年度       １，２５４，０００円 

令和８年度       １，２５４，０００円 

令和９年度         ７２６，０００円 

合計          ６，１２７，０００円 

※上記金額には、いずれも消費税及び地方消費税を含む。 
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３ 資格要件 

  次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札に参

加させないことができる事由など）の規定に該当しない者であること。 

（２） 参加表明書提出時に令和５・６年度新潟市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に

登録されていること。 

（３） 参加表明書及び提案書類提出時に、新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置

要領に基づく指名停止等を受けていないこと。 

（４） 次の申立てがなされていない者であること。 

①  破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又第１９条に規定する破産手続開始

の申立て 

②  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の

申立て 

③  民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の

申立て  

（５） 法人及びその役員が、新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６１号）に

規定する暴力団、暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

（６） 産業競争力強化法（昭和２４年法律第９８号）第７条の規定に基づく「グレーゾー

ン解消制度」（以下「グレーゾーン解消制度」という。）へ申請し、電子署名及び認

証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号。以下「電子署名法」という。）第

２条第１項に定めるものとして回答されたシステムサービスが提供できる者である

こと。 

（７） 「グレーゾーン解消制度」へ申請し、建設業法（昭和２４法律第１００号）上義務

付けられている建設工事請負契約に関する書面の交付を代替する措置として、建設

業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１３条の４第２項の技術的基準に

適合するものとして回答されたシステムサービスが提供できる者であること。 

 

４ 参加申込書の提出 

（１） 提出書類 

・別記様式１参加申込書 ２部 

・別記様式３会社概要及び会社パンフレット １部 

・別記様式４新潟市立会人型電子契約サービス提供業務類似業務実績一覧表 １部 

・３（６）の要件を満たすことを確認できる書面（省庁からの回答書写し）  １部 

・３（７）の要件を満たすことを確認できる書面（省庁からの回答書写し）  １部 

（２） 提出期限 

令和６年４月１１日（木）から令和６年４月３０日（火）までの午前９時から午
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後５時まで（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）。 

（３） 提出方法及び提出先 

ア 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。） 

イ 提出先 

  〒９５１－８５５０ 新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 

新潟市財務部契約課物品契約係  

（４） 参加資格の確認結果の通知 

参加申込書を提出した者全員に対し、令和６年５月７日（火）までに参加資格の確 

認結果通知を書面で行う。 

（５） 辞退 

参加申込書提出後に参加を辞退する場合は、「辞退届」（別記様式５）を提出する

こと。 

提出期限は、令和６年５月１６日（木）午後５時までとする。 

提出先及び提出方法は、（３）のとおり。 

 

５ 質問及び回答 

（１） 質問受付期限 

令和６年４月１１日（木）から令和６年４月２３日（火）までの午前９時から午

後５時まで（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。）。 

（２） 質問方法 

別紙「質問書」（別記様式２）を電子メールに添付し送信すること。（電話及び口

頭での質問は受け付けない。）また、件名等は以下のとおりとすること。 

電子メールアドレス：keiyaku@city.niigata.lg.jp 

件名：「（企業名・送信日）新潟市立会人型電子契約サービス提供業務にかかる質問

書」 

（３） 質問書に対する回答 

参加申込書の提出があった事業者すべてに電子メールで回答するほか、新潟市

契約課のホームページに掲載する。また、受け付けた質問とその回答は、本要領及

び仕様書の一部として扱う。 

 

６ 提案書の作成要領 

（１） 提出書類 

次のアからカまでの書類を、書面６部及び電子データ（ＣＤ－Ｒ）１枚により提

出すること。 
  ア 企画提案書 
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  （ア） 「仕様書」及び「７ 審査要領」を踏まえ、以下の項目について記載する

こと。 

   ① 提供するシステム 

    ・ システム全般の説明（操作性、業務効率化の観点を含め実際の操作方法を

記載すること。なお、システムに不慣れな者への配慮や、契約締結までの作

業が簡易であることなど、誰にとっても利用しやすいことに関して記載をす

ること。） 

    ・ アカウントに関する事項（権限設定方法、閲覧制限、アカウント登録方法、

ログ確認方法等） 

・ 年度ごと又はサービス運用期間終了後の契約書データ返却方法等（クラウド

上に保管されている契約書データの返却方法、電子署名の有効期間及び当該期

間内のデータ参照方法等）

・ その他システムの特徴など（仕様にない有用な独自提案） 

② セキュリティ対応策 

  次に掲げるものについて、取得等をしているものを記載すること。

・ 情報セキュリティ管理・運用の基準となるISO/IEC 27017によるクラウド

サービス分野におけるISMS認証取得 

・ISMAP（政府情報システムのためのセキュリティ評価制度）クラウドサービ

スリストへの登録 

・SOC2報告書（Service Organization Control Report） 

・日本セキュリティ監査協会のクラウド情報セキュリティ監査による認定 

③ 業務実施体制

・業務期間全体のスケジュール

・ サービス導入支援のスケジュール（マニュアル等の作成、運用開始時と同等

環境の整備、サービス利用のために必要なデータ準備に関する説明、本市職員

及び民間事業者向け説明会等） 

・ 例規整備に関する支援（本業務に関連する改正例規の洗い出し及び新規制定

例規が必要な場合の提案等）

・ 運用方法（利用者の権限設定やデータのバックアップ等）

・ 保守・サポート体制（障害発生時や操作等の問合せへの対応等） 

④ 実績

・ 地方自治体及び民間企業へのサービス導入実績 

 なお、都道府県又は政令市へのサービス導入実績がある場合、それらを必ず記載

すること。 

⑤ 経費

・ サービス導入支援業務に要する経費（消費税及び地方消費税を含む。）とそ
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の内訳（サービス導入に係る経費（説明会、マニュアル作成等）） 

・ サービス提供業務に要する経費（消費税及び地方消費税を含む。）とその内

訳（月額利用料金（ランニングコスト）、その他必要な経費等） 

   ⑥ワーク・ライフバランス等を推進する取り組み 

    ・次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）に基づく認定「くる

みん認定」「プラチナくるみん認定」の取得 

・厚生労働省のポジティブ・アクション普及推進に賛同する企業として、女性活

躍推進の宣言状況。 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）

に基づく認定「えるぼし認定」「プラチナえるぼし認定」の取得。 

⑦ その他（独自提案） 

  ・ 独自提案については、提案の内容を具体的に記載し、支援の程度が分かるよ

うに記載すること。 

（イ） 提案書は、Ａ４版（一部Ａ３サイズを使用したい場合は、折り畳んでＡ４サ

イズとすること）、横書き、左綴じとし、表紙に「新潟市立会人型電子契約サービ

ス提供業務提案書」と標記し、余白に会社名を表示すること。なお、文字サイズは

10ポイント以上とすること。 

（ウ） 参加者は、１つの提案しか行うことができない。 

（エ） 提出期限以降の企画提案書の差替え又は再提出は、認めない。 

イ 別記様式３「会社概要」 

ウ 財務諸表（直近事業年度単独決算の貸借対照表及び損益計算書）の写し 

エ 別記様式４「類似業務実績一覧表」

オ ア（ア） ②「セキュリティ認証制度」の取得状況を確認することができる書類

カ ア（ア） ⑤に関する見積書（消費税及び地方消費税を含む。） 

見積の総額及び下記項目ごとの内訳を記載すること。（様式任意）

・ サービス導入支援業務に要する経費とその内訳（説明会、マニュアル作成等）

・ サービス提供業務に要する経費とその内訳（（月額）利用料金 その他必要な経

費等） 

キ ア（ア） ⑥該当するものについて、それぞれの取得等状況等を確認することが

できる書類

（２） 提出期限等 

    提出期限 令和６年５月１６日（木）午後５時 

    提出方法 ４（３）アと同じ。 

    提出先  ４（３）イと同じ。

（３） その他 

    書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量 
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法（平成４年法律第５１号）によるものとする。 

 

７ 審査要領 

（１） 審査方法 

ア 選定の審査を厳正かつ公正に行うため、新潟市立会人型電子契約サービス提供業

務受託候補者選定審査委員会（以下「委員会」という。）を設置し、企画提案書の

審査及び評価を実施して受託候補者を選定する。

イ 審査は、事業者によるプレゼンテーション（実機を用いたデモンストレーション

を行うこと。）をもとに行う。プレゼンテーションは、５月２７日（月）に実施を

予定しており、詳細については別途通知する。なお、プレゼンテーションの際に使

用するＰＣは各自で用意すること。（スクリーン（1,500cm×2,000cm）及びプロジ

ェクタ（エプソンEB-536WT 、HDMIケーブル付属）を本市で用意するが、これらを

各自で持参し使用することも可能。）

ウ 出席者は３人以内とし、この業務を担当する予定の管理責任者１人及び主担当者

１人は必ず出席すること。

エ 実施時間は、提案する各事業者（共同提案を含む。）につき、プレゼンテーショ

ン５０分以内、質疑応答１５分程度とする。

オ プレゼンテーションは、企画提案書について行うこととする。なお、追加資料の

配布は認めない。

カ プレゼンテーション及び審査は、非公開とする。

キ （２）に定める評価基準に基づき、委員会が、提出された提案書及びプレゼンテ

ーションについて審査し、最も優れた提案を行った者と次点の者を決定する。 

 （２）評価基準 

審査項目 審査の視点 配点 

１ 提供するシステム 30 

 ① システム全般の説明（操作性、業務

効率化の観点を含め実際の操作方法を記

載） 

② アカウントに関する事項（アカウント登

録制限等） 

 

 

 

③ 年度ごと又はサービス運用期間終了後の

契約書データ返却方法等（クラウド上に保

・市職員及び民間事業者の

効率化が見込まれ、誰にと

っても操作しやすいシステ

ムか。 

・ アカウント登録の方法が

わかりやすい又は適切か、

アカウント数に制限はない

か、利用者ごとに権限の設

定は可能か。

・ 円滑な契約書データの返

却が見込めるか。
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管されている契約書データの返却方法、電

子署名の有効期間及び当該期間内のデータ

参照方法等） 

④その他システムの特徴など 

・ 電子署名の有効期間が確

保されているか、期間内の

データ参照方法が確実とな

っているか。 

 

２ セキュリティ対応策 10 

 ① セキュリティ対応等（情報セキュリティ

管理運用・基準取得状況） 

・ セキュリティ対応等の措

置は十分か。（ISO/IEC 

27017、ISMAP、SOC2報告

書、日本セキュリティ監査

協会のクラウド情報セキュ

リティ監査による認定） 

 

３ 業務実施体制 25 

 ① 委託期間全体のスケジュール 

 

② サービス導入支援のスケジュール

（マニュアル等の作成、運用開始時と同等

環境整備、サービス利用のために必要なデ

ータ準備に関する説明、市職員及び民間事

業者向け説明会） 

③例規整備に関する支援

（本業務に関連する改正例規の洗い出し及

び新規制定例規が必要な場合の提案等） 

④ 運用方法（利用者の権限設定やデータの

バックアップ等） 

⑤保守・サポート体制（障害発生時や操作

等の問合せへの対応等） 

・ 令和６年１０月からサー

ビスを円滑に利用できるス

ケジュールか。

・ サービス導入支援及び運

用方法が適切か。

 

 

 

・本業務に関連する例規整

備の支援をおこなうことが

できるか。 

・利用者の権限設定やデー

タのバックアップを適切に

運用することができるか。 

・ 本市に支店等を構えるな

ど、障害等の発生時に迅速

に対応でき、操作等の問合

せにも適宜対応できる体制

となっているか。 

 

４ 実績 10 

 ① 地方自治体及び民間企業へのサービス導

入実績 

・円滑な導入が見込める実

績があるか。 

 

５ 経費 10 
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 ① サービス提供に要する経費とその内訳 

（サービス導入に係る経費（説明会、マニ

ュアル作成等）、（月額）利用料金、その

他必要な経費等） 

・ 適切な額が計上されてい

るか。 

 

６ ワーク・ライフバランス等を推進する取り組み 5 

 ①ワーク・ライフバランス等を推進する取

り組み実績 

（「くるみん認定」「プラチナくるみん認

定」取得状況、・厚生労働省のポジティ

ブ・アクション普及推進に賛同する企業と

して、女性活躍推進の宣言状況、「えるぼ

し認定」「プラチナえるぼし認定」取得状

況） 

・働きやすい職場環境を整

備しているか。 

 

 

７ その他（独自提案）

競合他者との差別化、優位性等、提案者としてのアピールポイント等を提

案すること。 

10 

計 100 

 

８ 失格要件 

次のいずれかに該当した者は失格とする。 

（１） 「３ 資格要件」のいずれかを満たさないことが明らかとなった者 

（２） 参加表明書の提出後、期限までに辞退届を提出せず、審査に必要な提出書類を

提出しなかった者 

（３） 本プロポーザル募集開始日以降、選定委員に直接、間接を問わず連絡を求めた

者 

（４） 提出書類に虚偽の記載をした者 

（５） 見積書の金額が２（５）の見積限度額を超過した者 

 

９ 審査結果の通知 

審査結果は、提案者それぞれに文書で通知するほか、新潟市財務部契約課のホームペ

ージに掲載する。なおホームページには、受託候補事業者及びその他の事業者の名称

及び合計点数を掲載し、選定に関する評価内訳は、公表しない。また、審査結果等に

ついて電話等での問合せには応じない。 

 

１０ 契約の締結

審査結果の通知後、受託候補者と契約の締結交渉をおこない、予定価格の範囲内で契
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約書を作成の上、契約を締結する。ただし、その者が「３ 資格要件」のいずれかを満

たさなくなった場合、契約の締結を行わないことがある。 

また、受託候補者と協議が整わない場合にあっては、次点者と協議の上、契約を締結

する場合がある。なお、契約保証金は、新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２

４号）第３３条及び第３４条の規定による。 

 

１１ 担当課 

  〒９５１－８５５０ 

  新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 

  新潟市財務部契約課物品契約係 

  電話  ０２５－２２６－２２１３ 

    ＦＡＸ ０２５－２２５－３５００ 

  メール keiyaku@city.niigata.lg.jp

１２ 日程 

期日 内容 

令和６年４月１１日（木） 募集開始 

令和６年４月２３日（火） 質問書提出期限 

令和６年４月２４日（水） 質問に対する回答期限 

令和６年４月３０日（火） 参加表明書提出期限 

令和６年５月１６日（木） 提案書・見積書受付期限 

辞退届受付期限 

令和６年５月２７日（月） 提案審査会（プレゼンテーション） 

令和６年５月２９日（水） 審査結果通知 
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別記様式１ 

年  月  日 

 

（宛先） 新潟市長 中原 八一  

住所               

商号又は名称           

代表者氏名            

（押印不要） 

 

 

 

参加申込書 

 

 新潟市立会人型電子契約サービス提供業務に係るプロポーザルについて、参加申込をす

るとともに、関係書類を提出します。 

 なお、参加資格の要件を満たしていること及び提出書類の記載事項は、事実と相違ない

ことを誓約します。 

 

関係書類 

・別記様式３ 会社概要及び会社パンフレット 

・別記様式４ 新潟市立会人型電子契約サービス提供業務類似業務実績一覧表 

・グレーゾーン解消制度へ申請し、電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律

第１０２号）第２条第１項に定めるものとして回答されたシステムサービスであること

を確認できる書面。（省庁からの回答書写し）  

・グレーゾーン解消制度へ申請し、建設業法（昭和２４法律第１００号）上義務付けられ

ている建設工事請負契約に関する書面の交付を代替する措置として、建設業法施行規則

（昭和２４年建設省令第１４号）第１３条の４第２項の技術的基準に適合するものとし

て回答されたシステムサービスであることを確認できる書面。（省庁からの回答書写し） 

 

 

（連絡先）会社・部課名：             

     氏    名：             

     電    話：             

 

 

 

 



11 

 

別記様式２ 

 

質    問    書 

年   月   日 

 

住 所 

商号又は名称 

代表者氏名               

（押印不要） 

（担当者                  ） 

 

 

１ 件 名  新潟市立会人型電子契約サービス提供業務 

 

質  問  事  項 
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別記様式３ 

会 社 概 要 

会社名 

 

 

所在地 

 

 

設立年月日 

 

 

資本金 

 

 

従業員数 

 

 

売上高 

 

 

令和 年度 

（令和 年  月  日～令和 年  月  日）： 

令和 年度 

（令和 年  月  日～令和 年  月  日）： 

令和 年度 

（令和 年  月  日～令和 年  月  日）： 

事業内容  

 

 

 

【留意事項】 

・売上高欄には、直近３か年の売上高を記載すること。 

・この用紙以外に、会社パンフレットを提出すること。 

【本件の窓口のとなる担当者名】 

所属・役職 

 

 

氏名 

 

 

電話 

 

 

ＦＡＸ 

 

 

メール 

 

 



13 

 

別記様式４ 

 

新潟市立会人型電子契約サービス提供業務 

類似業務実績一覧表 

 

№ 受託業務名/業務内容 契約先 受託期間 

（R0.0.0～R0.0.0） 

    

    

    

    

    

 

・令和３年度から令和５年度までに受託した事業から、類似業務の実績を５つまで記

載すること。 

・本様式のほか、企画提案書においても、地方自治体及び民間企業へのサービス実績

を記載すること。 

・都道府県及び政令指定都市への導入実績がある場合、それぞれ１以上の実績を記載

すること。 
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別記様式５ 

年  月  日 

（宛先） 新潟市長 中原 八一  

 

住 所 

商号又は名称 

代表者氏名               

（押印不要） 

 

新潟市立会人型電子契約サービス提供業務 

プロポーザル参加申込辞退届 

  

令和６年 月  日付で参加申込を行った標記プロポーザルについて、下記の理

由により参加を辞退します。 

 

理由： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

新潟市立会人型電子契約サービス提供業務契約書 

 

新潟市（以下「甲」という。）と○○○（以下「乙」という。）は，新潟市立会人型電子契

約サービス提供業務について，次のとおり契約を締結する。 

 

１ 件名    新潟市立会人型電子契約サービス提供業務 

 

２ 履行期間  令和６年 月 日（契約締結日）  から  令和９年９月３０日まで 

 

３ 履行場所  新潟市中央区学校町通１番町６０２番地１ 新潟市財務部契約課 

 

４ 契約金額       

・サービス導入支援業務（契約締結日から令和 6 年 9 月 30 日まで） 

        総額 金     円（うち消費税及び地方消費税の額 金 000,000 円） 

       ・サービス提供業務  （令和 6 年 10 月 1 日から令和 9年 9月 30 日まで） 

        総額 金     円（うち消費税及び地方消費税の額 金 000,000 円） 

月額及び各年度の支払いについては，別表「契約総額の内訳」のとおり。 

 

 ５ 契約保証金       免  除 

             

６ 特約条項        別紙のとおり 

 

７ その他         特記仕様書など 

 

   この契約を証するため，本書を２通作成し，甲乙両者が記名押印の上，各自１通を保

有するものとする。 

  

      年  月  日 

 

甲 新潟市中央区学校町通１番町 602 番地１ 

  新潟市 

代表者  新潟市長 中原 八一    印 

 

乙 
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（別表） 

（１）サービス導入支援業務（契約締結日から令和 6年 9月 30 日まで） 

総額 金     円（うち消費税及び地方消費税の額 金 000,000 円） 

 

（２）サービス提供業務（令和 6年 10 月 1日から令和 9年 9月 30 日まで 

対象期間 年度額計（税込） 

消費税及び 

地方消費税 

年度額 

賃借料 

月額(税込) 

令和 6年10月 1日～令和 7年 3月31日 0,000,000円 0,000,000円 00,000,000円

令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月31日 円 円 円

令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月31日 円 円 円

令和 9年 4月 1日～令和 9年 9月30日 円 円 円

契約総額 円 円 円
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新潟市立会人型電子契約サービス提供業務契約書 契約条項 

（基本合意）  

第１条 甲及び乙は，この契約条項（契約書を含む。以下同じ。）に基づき，仕様書等（別

添の仕様書，見本，図面，明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。）

に従い，日本国の法令及び新潟市の条例・規則等を遵守し，この契約（この契約条項及び

仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 乙は，甲に対し，電子契約サービス（以下「本サービス」という。）を提供し，甲はこ

れを利用する。  

３ この契約を履行するために必要な一切の手段については，仕様書のとおりとする。なお，

この契約の条項と仕様書等に定める事項が重複，抵触，矛盾する場合，又はこの契約に規

定がなく仕様書等に規定がある場合は，仕様書等に定める事項が優先するものとする。 

４ 乙は，この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し，

又は解除された後も同様とする。  

５ 乙は，この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は，個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５７号）を遵守し，個人の権利及び利益を侵害することのないよう

個人情報を適正に扱わなければならない。  

６ この契約条項に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により行

わなければならない。  

７ この契約と他の契約（甲及び乙間の合意を指し，その名称を問わない。）の条項に矛盾

があれば，この契約が優先する。  

８ この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は，日本語とする。  

９ この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円とする。  

１０ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は，仕様書等に特別の定めがある

場合を除き，計量法（平成４年法律第５１号）の定めるところによるものとする。  

１１ この契約条項及び仕様書等における期間の定めについては，民法（明治２９年法律第

８９号），商法（明治３２年法律第４８号）及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）の定めるところによるものとする。  

１２ この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。  

１３ この契約に係る訴訟については，甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による

専属的管轄裁判所とする。   

（請求及び支払） 

第２条 甲は，契約書で定める委託料及び賃借料（以下「委託料等」という。）を乙に支払

うものとする。ただし，下記の場合において，甲が乙に支払うべきその月分の委託料等は，

その月の暦日数に基づく日割計算によって算定した額とする。 

（１） 甲が月の途中に契約の全部又は一部を解除した場合 
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（２） 乙の責めに帰すべき事由又は天災，火災，盗難，その他両者の責めに帰すことので

きない事由により，甲が１か月のうち一部でも機器を使用できなかった場合 

２ 乙は，前項の委託料等の当月分を翌月以降に，書面をもって甲に対して請求するものと

する。 

３ 前項の請求は，甲が当月分の給付について行う検査に合格したのちでなければするこ

とができない。 

４ 甲は，前２項の規定による請求を受けたときは，その日から起算して３０日以内に委託

料等を乙に支払わなければならない。 

５ 乙は，甲の責めに帰すべき事由により，前項に規定する期間内に請求金額を支払わなか

ったときは，当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第

２５６号）第８条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求

することができる。 

（公租公課） 

第３条 この契約に係る公租公課は，乙の負担とする。 

（契約の保証） 

第４条 新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）第３４条第第６号の規定により

免除する。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第５条 乙は，甲の書面による承諾がなければ，この契約によって生じる権利又は義務を第

三者に譲渡し，若しくは継承させ，又は担保に供してはならない。 

（転貸の禁止） 

第６条 甲は，本サービスを第三者に譲渡し，又は転貸してはならない。 

（再委託の禁止） 

第７条 乙は，この業務の一部又は全部の実施を第三者に再委託してはならない。 

（検査及び引渡し）  

第８条 乙は，履行期間の始期までに仕様に基づき本サービスを，甲が使用できる状態にし

た後，甲に対して通知する。 

２ 前項の規定による通知があったときは，甲は，当該通知のあった後，甲の指定する期限

までに乙の立会いを求めて検査を行うものとし，乙が立ち会わないときは，立会いを得ず

にこれを行うことができる。 

３ 甲は，納入された本サービスが前項の検査（第５項の検査をしたときは，同項の検査。

以下，これらを「検査」という。）に合格したときは，その引渡しを受けるものとする。 

４ 甲は，検査に不合格となった本サービスの全部又は一部について，期間を定め，修補あ

るいは代金の減額を乙に求めることができる。この場合においては，第２１条の規定を準

用する。 

５ 乙は，前項の修補をしたときは，直ちにその旨を甲に通知しなければならない。この場
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合における検査は，第２項の定めるところによるものとし，その後の手続については，前

２項の規定を準用する。 

６ 乙は，検査及び引渡しに要する費用のほか，この契約の履行に要する費用を全て負担す

るものとする。 

（履行滞の場合における違約金等） 

第９条 乙の責に帰すべき事由により，履行期間の始期までに本サービスを提供すること

ができないときは，甲は，乙に対し，違約金の支払いを請求することができる。 

２ 前項の違約金の額は，特に約定がある場合を除き，甲の指定する期日の翌日を起算日と

して検査に合格する日までの日数（検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。）

に応じ，遅延日数１日につき契約金額の１，０００分の１に相当する額とする。ただし，

履行期間の始期までに既にこの契約に基づく機器の一部の引渡しに係る部分に相当する

委託料等の額を契約金額から控除した額を契約金額として計算した額とする。 

（事故等の報告） 

第１０条 乙は，この契約の履行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは，

その事故発生の帰責の如何に関わらず，直ちにその旨を甲に報告し，甲の指示のもと速や

かに応急措置を加えた後，遅滞なく，詳細な報告及び今後の方針案を書面により甲に提出

しなければならない。 

（成果物の納入） 

第１１条 乙は，仕様書又は甲乙協議の上で書面により定めた，乙が甲に納入すべきこの契

約の目的物（以下「成果物」という。）を納入期日までに甲の指定した場所に納入しなけ

ればならない。 

（秘密の保持） 

第１２条 甲乙は，この契約の履行上知り得た相手方の秘密情報（甲乙が相手方に開示する

一切の情報であって，公に入手できない情報をいう。）を第三者に開示又は漏洩してはな

らない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 

(1) 開示を受けた際に，被開示者が既に所有していたもの。 

(2) 開示を受けた際に，既に公知であったもの。 

(3) 開示を受けた後に，被開示者の責によらずに公知となったもの。 

(4) 被開示者が，この契約の相手方又は第三者から守秘義務を伴わずに適法に取得した

もの。 

(5) 被開示者が，開示を受けた情報によらずに独自に開発したもの。 

(6) 法令又は裁判所若しくは行政機関からの命令により開示することを義務付けられ

たもの。 

（情報の目的外使用の禁止） 

第１３条 乙は，前条第１項の秘密情報であるかを問わず，この契約の履行上知り得た情報

を甲の事前の承諾なしにこの契約の目的外に使用してはならない。 
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（データの返還） 

第１４条 乙は，年度ごと又はサービス運用期間終了後すみやかに、甲に対し保管されてい

るデータを返還しなければならない。 

２ 前項にかかる費用は，乙の負担とする。 

（契約不適合責任） 

第１５条 引き渡された本サービスがこの契約の内容に適合しないものであるとき（以下

「契約不適合」という。）は，甲は，乙に対し，期間を指定して，当該機器の修補，代替

物の納入若しくは不足分の納入（以下，これらを「追完」という。）又は契約金額の減額

を求めることができる。  

２ 乙が前項の規定による追完に応じないときは，甲は，乙の負担により第三者に追完させ，

又はこの契約を解除することができる。  

３ 前２項の請求は，契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは，する

ことができない。  

４ 甲は，契約不適合を知った時から１年以内にその旨を乙に通知しないときは，第１項及

び第２項の請求をすることができない。ただし，乙が納入の時に契約不適合を知り，又は

重大な過失によって知らなかったときは，この限りでない。 

５ 第１項及び第２項の請求について，民法第５６２条第１項ただし書は適用しないもの

とする。  

６ 第１項及び第２項の請求は，甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。  

（契約の変更） 

第１６条 甲は，必要と認めるときは，仕様書等の変更の内容を乙に通知して，仕様書等の

内容を変更し，又は契約の履行を中止させることができる。 

２ 前項の要求事項の変更において，契約金額，履行期間その他の契約内容を変更する必要

があるときは，甲乙協議の上で変更契約を締結する。 

（予算の減額又は削除に伴う解除等） 

第１７条 この契約は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定によ

る長期継続契約であるため，この契約締結日の属する年度の翌年度以降において，甲の歳

入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は，甲は，この契約を変更又は

解除することができる。 

２ 前項の規定によりこの契約の変更又は解除しようとする場合における必要な事項につ

いては，甲乙協議の上で決定する。 

（履行期限の延長） 

第１８条 乙は，災害その他の乙の責めに帰することができない事由により甲の指定する

期日までに，甲に対し第９条に規定する検査及び引渡しが完了できない場合は，速やかに

その事由を明記した書面により，履行期限の延長を申し出なければならない。 

２ 甲は，乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは，
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履行遅延の事由，履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めること

ができる。 

３ 前２項に規定する場合において，甲は，その事実を審査し，やむを得ないと認めるとき

は，甲乙協議の上で履行期限を延長することができる。 

（一般的損害） 

第１９条 この契約の履行に伴い生じた損害については，乙がその費用を負担するものと

する。ただし，その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。 

（第三者に及ぼした損害） 

第２０条 この契約の履行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは，乙は甲に速やかに報告

するものとし，乙がその損害を賠償しなければならない。ただし，その損害のうち甲の責

めに帰すべき事由により生じたものについては，甲が負担する。 

２ 前項の規定，又はその他の事項について第三者との間に紛争が生じた場合は，甲乙協力

してその処理，解決にあたるものとする。 

（甲の解除権） 

第２１条 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，相当の期間を定めて催告をし，

その期間内に履行がないときは，この契約を解除することができる。 

(1) 履行期限までにこの契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められる

とき。 

(2) 正当な事由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しないとき。 

２ 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，前項の催告をすることなく，直ちに

この契約を解除することができる。 

(1) この契約の締結又は履行について，不正があったとき。 

(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他のこの契約の相

手方として必要な資格を失ったとき。 

(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。 

(4) 差押え，仮差押え，仮処分若しくは競売の申立てがあったとき，又は租税滞納処分

を受けたとき。 

(5) 破産手続開始，会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき，

又は清算に入ったとき。 

(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。 

(7) 下請代金支払遅延等防止法（昭和３１年法律第１２０号）第６条に基づき，中小企

業庁長官が公正取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したと

き，又は同法第７条に基づき，公正取引委員会が乙に対して勧告したとき。 

(8) 前各号に掲げる場合のほか，乙が，監督官庁から営業の許可の取消し，停止等の処

分を受け，又は乙の事業に関し，監督官庁から，指導，勧告，命令その他の行政指導

を受けたとき。 
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(9) 前各号に掲げる場合のほか，この契約条項の一つにでも違反したとき。 

３ 甲は，前２項の規定によるほか，必要があるときは，この契約を解除することができる。 

４ 乙は，第２項各号のいずれかに該当したときは，速やかに甲に報告しなければならない。 

５ 乙は，第１項及び第 2 項の規定によるこの契約の解除により損害が生じた場合であっ

ても，甲に損害賠償の請求をすることができない。 

（談合その他不正行為による解除）  

第２２条 甲は，乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は，催告をするこ

となく，直ちにこの契約を解除することができる。  

(1) 公正取引委員会が，乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４９条

に規定する排除措置命令，独占禁止法第６２条第１項に規定する納付命令が確定し

たとき（独占禁止法第７７条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場

合を除く。） 

(2) 乙が独占禁止法第７７条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し，当該訴

えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。 

(3) 乙（乙が法人の場合にあっては，その役員又は使用人）について刑法（明治４０年

法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は，前項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても，甲に損害賠償

の請求をすることができない。 

（反社会的勢力の排除）  

第２３条 乙は，甲に対し，次の各号の事項を確約する。  

(1) 自らが，暴力団，暴力団員，暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者，暴

力団準構成員，暴力団関係企業，総会屋等，社会運動等標ぼうゴロ，政治活動等標ぼ

うゴロ，特殊知能暴力集団，その他これらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」

という。）ではないこと。 

(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。 

ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をも

って反社会的勢力を利用していると認められる関係 

イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し，又は便宜を供与するなど反社会的勢力の

維持，運営に協力し，又は関与している関係 

ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係 

エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係 

(3) 自らの役員（取締役，執行役，執行役員，監査役，会計参与，理事，監事，相談役，

会長その他名称を問わず，経営に実質的に関与している者をいう。）が反社会的勢力

ではないこと，及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこ

と。 



23 

 

(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ，この契約を締結するものでないこと。 

(5) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。 

ア 暴力的な要求行為 

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

ウ 取引に関して，脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為 

エ 風説を流布し，偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し，又は信用を毀損する

行為 

オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方が

反社会的勢力に該当することを知りながら，その相手方と契約を締結したと認めら

れる行為 

カ この契約に関して，反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相

手方としていた場合（オに該当する場合を除く。）であって，甲から当該契約の解除

を求められたにもかかわらず，これに従わない行為 

キ その他アからカに準ずる行為 

２ 乙について，次の各号のいずれかに該当した場合には，甲は，何らの催告を要せずして，

この契約を解除することができる。  

(1) 前項第１号から第３号の確約に反したことが判明した場合  

(2) 前項第４号の確約に反し契約をしたことが判明した場合  

(3) 前項第５号の確約に反した行為をした場合  

３ 前項の規定によりこの契約が解除された場合には，乙は，甲に対し，甲の被った損害を

賠償するものとする。 

４ 乙は，第２項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても，甲に損害賠

償の請求をすることができない。 

（解除に伴う措置）  

第２４条 乙は，甲が第２１条第１項若しくは第２項又は第２２条の規定により契約を解

除した場合，機器の引渡しの前後にかかわらず，契約金額の１０分の１に相当する額を違

約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。 

２ 前項の規定は，甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において，その超

える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。  

（賠償額の予定） 

第２５条 乙は，この契約に関して第２２条第１項各号のいずれかに該当するときは，機器

の引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず，契約金額の１０分の２に

相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する

場合は，賠償金の支払を免除する。なお，この契約が終了した後も同様とする。 

(1) 第２２条第１項第１号及び第２号に掲げる場合において，処分の対象となる行為が，

独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取
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引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に

認めるとき。 

(2) 第２２条第１項第３号に掲げる場合において，刑法第１９８条の規定による刑が確

定したとき。 

２ 前項の規定は，甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において，その超

える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。 

３ 前２項の場合において，乙が共同企業体，コンソーシアム等であり，既に解散されてい

るときは，甲は，乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求する

ことができる。この場合において，乙の代表者であった者及び構成員であった者は，共同

連帯して前２項の額を甲に支払わなければならない。 

（乙の解除権） 

第２６条 乙は，甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約

の履行をすることができなくなったときは，甲にこの契約の変更若しくは解除又は履行

の中止の申出をすることができる。 

２ 甲は，前項の規定による申出があったときは，契約を変更し，若しくは解除し，又は契

約の履行を中止することができる。 

３ 乙は，甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは，甲に損

害賠償の請求をすることができる。 

（危険負担） 

第２７条 本サービスの提供前に生じた本サービスを提供の滅失，損傷等については，乙が

危険を負担する。  

２ 本サービスの提供前に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができな

い事由によって機器が滅失したときは，甲は，この契約を解除することができる。この場

合において，甲は，代金の支払を拒むことができる。  

（費用の負担） 

第２８条 この契約の締結に要する一切の費用は，乙の負担とする。 

（乙の責務） 

第２９条 乙は，甲に対して機器の利用技術を指導するものとし，甲が目的とする対象業務

が合理的・効果的に処理され，甲の業績向上が図られるよう支援に努めなければならない。 

（個人情報の保護） 

第３０条 乙は，この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては，別記

「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 

（反社会的勢力からの不当介入等に対する措置） 

第３１条 乙は，この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入（契約の適正

な履行を妨げることをいう。）又は不当な要求（事実関係及び社会通念に照らして合理的

な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。）（以下これらを「不当介入等」という。）
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を受けたときは，直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。 

２ 甲は，乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するお

それがあると認めるときは，甲乙協議の上，履行期限の延長その他の措置をとるものとす

る。 

（疑義の決定） 

第３２条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については，

甲乙協議の上決定する。 
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別記 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１条 乙は，この契約を履行するに当たり，個人の権利利益を侵害することのないよう，

個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号）第 2条第 1項に規定さ

れるものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し，適正に取り扱わなければならな

い。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は，この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならな

い。この契約が終了し，又は解除された後においても，同様とする。 

（収集の制限） 

第３条 乙は，この契約の履行に当たって個人情報を収集するときは，この契約の履行に

必要な範囲内で，適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（適正管理） 

第４条 乙は，この契約を履行するに当たって知り得た個人情報の漏えい，滅失及び毀損

の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は，この個人情報取扱特記事項の遵守状況について，甲へ定期的に報告しなければ

ならない。 

（利用及び提供の制限） 

第５条 乙は，甲の指示がある場合を除き，この契約を履行するに当たって知り得た個人

情報を契約の目的以外の目的に利用し，又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならな

い。 

（複写又は複製の禁止） 

第６条 乙は，この契約の履行に当たって甲から引き渡された個人情報が記録された資料

等を甲の承諾なしに複写し，又は複製してはならない。 

（資料等の返還等） 

第７条 乙は，この契約の履行に当たって甲から引き渡され，又は乙自らが収集し，若し

くは作成した個人情報が記録された資料等は，この契約終了後直ちに甲に返還し，又は

引き渡すものとする。ただし，甲が別に指示したときは，その指示に従うものとする。 

（従事者への周知） 

第８条 乙は，この契約の履行に従事している者に対して，在職中及び退職後において，

その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと，又は契約

の目的以外の目的に使用してはならないことなど，個人情報の保護に関し必要な事項を

周知するものとする。 

（実地調査） 

第９条 甲は，必要があると認めるときは，乙がこの契約の履行に当たり，取り扱ってい
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る個人情報の状況について随時実地に調査することができる。 

（事故報告） 

第１０条 乙は，この契約に違反する事態が生じ，又は生ずるおそれのあることを知った

ときは，速やかに甲に報告し，甲の指示に従うものとする。 

（指示） 

第１１条 甲は，乙がこの契約の履行に当たって取り扱っている個人情報について，その

取扱いが不適当と認められるときは，乙に対して必要な指示を行うことができる。 

（契約解除及び損害賠償） 

第１２条 甲は，乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは，契約の

解除及び損害賠償の請求をすることができる。 

 

 


